
平成１７年９月８日「第３回社会保険新組織の実現に向けた有識者会議」提出資料 

社会保険庁と職員団体との「確認事項」等の破棄について 
 

 

 

１．具体的内容 

（１）自治労国費評議会 

①「覚書」（１件） 

  昭和 54 年 3 月 13 日、長官と自治労中央執行委員長との間で交わしたもの 

   《主な内容》 

     社会保険業務の全国オンライン化計画の実施に伴い、労働強化を生じさせないよう配

慮する 等 

  ②「確認事項」等（９７件） 

  昭和 54 年 5 月～平成 16 年 3 月までに、社会保険庁総務課長・職員課長と 

国費評議会事務局長との間で交わしたもの 
   《主な内容》 

新規業務の開始や事務処理の変更を行う際に、必要な定員・予算を確保する、健康管 

理に努める、労働強化を生じさせないよう配慮する 等 

 

（２）全厚生職員労働組合 

   「覚書」（１件）及び「確認事項」等（３件） 

      「覚書」は、長官と全厚生職員労働組合中央執行委員長の間で交わしたもの 

       「確認事項」等は、社会保険庁総務課長・職員課長と全厚生職員労働組合書記長等と

の間で交わしたもの 

    

《主な内容》 

国費評議会と同様 

 

２．取扱いの状況 

（１）「覚書」及び「確認事項」等の破棄 

  社会保険庁からの「覚書」及び「確認事項」等の破棄の申し入れに対し、

自治労国費評議会、全厚生職員労働組合ともに、文書で破棄する旨の回答 

 （自治労国費評議会） 

   ①平成 16 年 11 月 15 日（庁より自治労国費評議会へ申し入れ） 

   ②平成 16 年 11 月 18 日（国費評議会より、「確認事項」等９７件破棄の回答） 

   ③平成 17 年 1 月 27 日（自治労本部より、「覚書」１件破棄の回答） 

 （全厚生職員労働組合） 

   ①平成 16 年 11 月 24 日（庁より全厚生職員労働組合へ申し入れ） 

   ②平成 16 年 12 月 14 日（全厚生職員労働組合より、破棄の回答） 

 

（２）現場への周知・徹底（「覚書」及び「確認事項」等の破棄） 

  ① 庁職員課長から、４７社会保険事務局長へ通知 

  ② 国費評議会事務局長から、各県国費評議会代表者宛て連絡 
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